
 

 

第６回東海第二地域原子力防災協議会作業部会 

議事次第 

 

 

１ 開催日時 

平成３０年５月２３日（水） １３：３０～１５：００ 

 

２ 開催場所 

茨城県庁６階 災害対策本部室 

 

３ 議題 

(1) 避難計画の充実化について 

    

(2) その他 

 

  参考 ：参加者一覧 

【資料１】：地域原子力防災協議会の設置について 

【資料２】：東海第二発電所に係る避難計画の検討の深化に向けて 

【資料３】：東海第二地域の緊急時対応の策定ステップ（イメージ） 

【資料４】：東海第二地域の検討状況 

 



部署等

原子力安全対策課

防災・危機管理課

厚生総務課

薬務課

道路維持課

教育庁 保健体育課 健康教育推進室

東海村 防災原子力安全課

日立市 生活安全課

ひたちなか市 生活安全課

那珂市 防災課

水戸市 防災・危機管理課

常陸太田市 防災対策課

高萩市 危機対策課

笠間市 総務課

常陸大宮市 安全まちづくり推進課

鉾田市 総務課

茨城町 総務課

大洗町 生活環境課

城里町 総務課 地域防災室

大子町 総務課

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力立地
政策室／原子力広報室

関東経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課

政策統括官（原子力防災担当）付 参事官（地域防
災・訓練担当）付

政策統括官（原子力防災担当）付（東海・大洗原子力
規制事務所）

原子力規制庁 放射線防護企画課、監視情報課

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所

【オブザーバー】

部署等

東海事業本部

東海事業本部 地域共生部

本店 発電管理室、地域共生・広報室

日本原子力発電株式会社

第６回 東海第二地域原子力防災協議会作業部会 参加者一覧

平成30年5月23日

茨城県

経済産業省

内閣府













 

 

東海第二発電所に係る避難計画の検討の深化に向けて ver.2 

≪検討状況≫  

・昨年末以降、笠間市、常陸太田市、常陸大宮市が避難計画を策定済み。  

・３月末に茨城県が「茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）」を改定。 

・複数の市町が避難先市町村と避難についての協定を締結。13 市町村のうち 10

市町村が全ての避難先市町村と協定を締結済み。  

・今後の進捗を踏まえて、緊急時対応の作成に係る各種進捗状況を適時確認。

課題認識の共有を図るとともに、適切な解決に向けた取組について議論する。 

≪共有すべき基本認識等≫  

 地勢  

・PAZ ８万人、UPZ 88 万人と人口が多いこと。  

・東海第二発電所を含め、県内に原子力施設が多いこと。  

・高速道路・国道ともに縦横に走っている点においては有利。  

 計画の策定状況  

・全 14 市町村のうち、①地域防災計画（原子力災害対策計画編）は、ひたち

なか市を除く 13 市町村で策定済み。②避難計画は、笠間市、常陸太田市、

常陸大宮市の３市で策定済み。  

 避難先  

・14 市町村全てについて、県内・県外の避難先自治体がほぼ決定。  

・避難先自治体との避難についての協定については、（自町内避難の大子町を

除く）13 市町村のうち 10 市町村が全ての避難先市町村と協定を締結済み。 

 避難経路  

・県の広域避難計画に基本経路のみ規定。  

 避難手段  

・県の方針として、基本的に自家用車避難。  

・バス、福祉車両等の必要台数の把握・確保策やオペレーションについては、

引き続き要検討。  

 特にオペレーションに留意する点  

 ①要支援者（PAZ・UPZ とも）や②民間企業の従業員（約 44 万人）等の

一時滞在者（PAZ・UPZ とも）については、対象者数を含む実態把握や移

動手段等について要検討。  

 PAZ 内の防護施設の充実化について引き続き検討。  

［備考］屋内退避の有効性についての理解促進が重要。  

資料２ 














